
ベトナムにおける
グローバル・ミニマム課税 - QDMTT
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決算日(*)後30日以内

(*) 最終親会社の決算日

通知

02

決算日(*)後90日以内

2024年度：決算日(*)が2025年6月30
日以前の場合は、2026年1月13日期限
（遅くともDMTT申告期限まで）

税コード登録

03

• 決算日(*)後12か月以内

• 最終親会社作成のGloBE情
報申告書は決算日(*)後15
か月以内（2024年度は18
か月以内）

DMTT 申告

弊社のコンプライアンスサービス
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• 国別計算

• 各種調整対象あり

• デミニマステスト

• 通常利益テスト

• 簡易ETRテスト

• 適用期間は2024年度
～2026年度

• 実質ベースの所得除
外額

• グループ内部決定に
よる配分

多国籍企業グループで、
対象年度前の4年間の
うち少なくとも2年間
で連結総収入が7億
5,000万ユーロ以上
（≒1,200億円）

適用対象企業体 移行期セーフ
ハーバーテスト ETR 計算 トップアップ

課税の計算

データアセス
メント及び
マッピング

DMTT コンプ
ライアンス
サービス

DMTT 計算移行期セー
フハーバー
テスト

登録 & 通知
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